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１ 先端設備等の導入の促進の目標 

（１）地域の人口構造、産業構造及び中小企業者の実態等 

  由布市は、大分県の中央に位置し、教育・文化・医療・商業施設等の都市機能が

集積する挾間地域、豊かな自然と農村や庄内神楽等の文化的資源を有する庄内地域、

全国屈指の温泉地として知られる由布院温泉を有する湯布院地域の 3 つの地域か

ら成り、時代の変遷とともにそれぞれの地域の特色を背景に地域産業が発展してき

た。 

  現在、本市の産業別人口は、医療・福祉部門、宿泊業・飲食サービス業、卸売業・

小売業の従業者が突出しており、それに建設業、農林業等が続いている。また同様

に、卸売業・小売業、宿泊業・飲食サービス業、製造業が本市の主要産業である。

主要産業における就業者年齢別人口では、年齢構成のバランスがとれており、幅広

い年齢層の雇用の受け皿となっているものの、当市の総人口は、自然減少及び福岡

県や近隣市への転出超過により減少しているとともに、生産年齢人口が減少してお

り、産業構造に大きな影響を招くことが危惧されている。 

  由布市の事業所の大部分を占める中小企業は、地域の雇用を担い、経済循環を促

進して地域経済を活性化するとともに、まちづくりの担い手として地域社会の持続

的な発展に大きく貢献しており、市民生活において重要な役割を果たしている。し

かしながら、現状として有効求人倍率は県内でも高水準で推移しており、人手不足、

後継者不足、働き方改革への対応等の課題に直面している。 

  このような中、市内中小企業者に対して、中小企業者店舗等整備改善融資金利子

補給事業、商店街活性化・魅力創出支援事業、創業支援事業や雇用労働セミナー開

催等の施策を行ってきたが、引き続き、市内中小企業者が厳しい事業環境を乗り越

えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新させ、事業者自身の労働

生産性の飛躍的な向上を図るための取組を支援していく必要がある。 

 

（２）目標 

 中小企業等経営強化法第４９条第１項の規定に基づく導入促進基本計画を策定

し、中小企業者の先端設備等の導入を促すことで、さらに経済発展していくことを

目指す。具体的目標として、計画期間中に１５件程度の先端設備等導入計画の認定

を行う。 

 

（３）労働生産性に関する目標 

 先端設備等導入計画を認定した事業者の労働生産性（営業利益、人件費及び減価償

却費の合計を、労働投入量で除したもの）が年率３％以上向上することを目標とする。 



 

 

 

２ 先端設備等の種類 

  中小企業者の幅広い取組を促すため、導入を促進する本計画の対象となる先端設

備等の種類は、中小企業等経営強化法施行規則第７条第１項に定める先端設備等全

てとする。 

 

３ 先端設備等の導入の促進の内容に関する事項 

（１）対象地域 

 対象地域については、本市における全ての地域で中小企業者が事業を営んでいるこ

とから、中小企業者による幅広い取組を促すため、本計画の対象地域は、由布市全域

とする。 

（２）対象業種・事業 

 対象業種・事業については、本市の事業者の業種・事業は特定の業種・事業に集中

しておらず、幅広い業種・事業が展開されていることから、本計画の対象業種・事業

は、全業種・全事業とする。 

 

４ 計画期間 

（１）導入促進基本計画の計画期間 

 本計画の計画期間は、国が同意した日から５年間とする。 

 

（２）先端設備等導入計画の計画期間 

 先端設備等導入計画の計画期間は、３年間、４年間又は５年間とする。 

 

５ 先端設備等の導入の促進に当たって配慮すべき事項 

 ① 人員削減を目的とした取組を先端設備等導入計画の認定の対象としない等、雇

用の安定に配慮する。 

 ② 公序良俗に反する取組や、反社会的勢力との関係が認められている者について

は先端設備等導入計画の認定の対象としない等、健全な地域経済の発展に配慮す

る。 

③ 市税を滞納している事業者については、先端設備等導入計画の認定対象としな

いなど、納税の公平性に配慮する。 

 

（備考） 

  用紙の大きさは日本産業規格Ａ４とする。 

 

 

 


